
令和４年度 後発医薬品安心使用促進に係る取組

（１） 概要

後発医薬品の安心使用促進に向け、医療関係者の理解促進を図るため、

医療関係者向けに講演会を実施

（２） 実施方法

動画配信形式

（３） 講演内容（予定）

都内及び他地域における取組事例の紹介（院内の選定・採用手順、使用ガイ

ド付きの医薬品集等） など、後発医薬品に関する状況を踏まえて適宜テーマ

を設定

※ 令和4年8月時点では、令和3年度開催の講演会資料を東京都ホームページに

掲載

２ 医療関係者向け講演会の開催【継続】

１ 地域別ジェネリックカルテの作成【継続】

（１） 概要

地域ごとの後発医薬品の使用割合について、レセプトデータをもとに、医療機関の状況（院内処方・院外処方）、薬局の状況（一
般名処方を後発医薬品で調剤した使用割合）、患者の状況（後発医薬品を拒否した割合）など、体系的に整理し、分析を行う。
このような定量的な分析により、使用割合への影響度を明確化する。

（使用データ）区市町村国民健康保険、後期高齢者医療広域連合

（２） 主な活用方法

〇 地域ごとの分析結果を把握し、区市町村国保及び後期高齢者医療広域連合に提供するとともに、地域ごとの状況に応じて、有
効と思われる安心使用促進策の例示を行い、各保険者が地区医師会・地区薬剤師会等の関係機関と連携した取組を推進でき
るよう引き続き支援する。

〇 定期的に、地域ごとの使用割合の変化や区市町村の取組を把握・共有する。

資料４



３ 普及啓発リーフレットのホームページ掲載【継続】

〇 東京都ホームページに以下のリーフレットデータ（ＰＤＦ）を掲載し、保険者等がホームページやＳＮＳで活用可能なものとしている。

①後期高齢者向けリーフレット【令和２年度作成】

②子育て世代向けリーフレット【令和３年度作成】


